
平成２５年１０月 

保健福祉局 福祉部 障害者福祉課 

  静岡市しみず社会福祉事業団 
 ～社会モデルの概念に基づく事業を支えて～ 

資料１－２ 



【2003（H15）】 

障害者基本法 

（心身障害者対策基本法 

として1970年制定） 


 

身体障害者福祉法 

（1949年制定） 

知的障害者福祉法 
（精神薄弱者福祉法 

として1960年制定） 

精神保健福祉法 

（精神衛生法として 

1950年制定） 


 


 


 

障
害
者
自
立
支
援
法 

施
行 

【2006（H18）】 

障
害
者
総
合
支
援
法 

施
行 

（措
置
か
ら
契
約
へ
） 

支
援
費
制
度
の
施
行 

精神衛生法から
精神保健法へ 

【1987（S62）】 

精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ 

【1998（H10）】 

精神保健法から 

精神保健福祉法へ 

【1995（H7)】 

利用者が 

サービスを選択
できる仕組み 

３障害 

共通の 

制度 

国
際
障
害
者
年 

完
全
参
加
と
平
等 

地域生活
を支援 

心身障害者対策基本法か
ら障害者基本法へ 

【1993（H5）】 

“ 

” 

障害者基本法
の一部改正 

【2011（H23）】 
共生社会
の実現 

難病等を 

対象に 

地域社会に 

おける共生の
実現 

【2013（H25）】 

【1981（S56）】 

社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について 

（昭和46年７月11日付け 厚生省通知。 

  通称「46通知」） 
 

①地方公共団体が設置した施設の委託先は事業団 

  を原則とする。 

②事業団については、公的責任を明確にすること。 

 （地方公共団体の基本財産の出資、理事長は原則 

  市長等。） 

【1971（Ｓ46）】 

社会福祉事業団等の設立及び運営の基準の取扱いに 

ついて（平成14年８月21日付け 厚労省通知。 

     通称「14通知」） 
 

①地方公共団体が設置した施設の委託先は、特段の 

  要件を付けることなく選定すること等ができる。 

②昭和46年発出の通知は、技術的助言とすること。 

･･･ただし、公設施設の受託経営を行う法人のあり方を 

  示したものとしては今後も存置。 

障
害
者
施
策
の
歴
史 

の
形
態 

施
設
管
理 

事
業
団
の
位
置
づ
け 

措置制度 支援費（契約）制度 障害福祉サービス（契約）制度 

【1982（S57）】 

しみず 

社会福祉事業団 

設立 

【2006（H18）】 

指定管理者 

制度 導入 指定管理者制度 

委託先を一定期間毎に
選定し、議会で議決 

委託先を条例に明記 

制度の 

変遷 

       管理委託制度 

【2002（H14）】 

１ 障害者施策の歴史と事業団の位置づけ等の変遷 

医学モデル 
障がいは「個人の能力・機能によって起こるもの」 

社会モデル 
障がいは「社会の障壁によって作り出されるもの」 
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障害者施策を３障害一元化 

就労支援の抜本的強化 

安定的な財源の確保 

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所 

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％ 

・新規利用者は急増する見込み 

・不確実な国の費用負担の仕組み 

利用者本位のサービス体系に再編 

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と
利用者の実態とが乖離 

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現 

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に 

支給決定の透明化、明確化 

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定す

る客観的基準）がない 

・支給決定のプロセスが不透明 

法律による改革 

制定前 

制定前 

制定前 

制定前 

  

・ ３障害ばらばらの制度体系 

 （精神障害者は支援費制度の対象外） 

・実施主体は都道府県、市町村に二分化 

 

制定前 

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に 

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアッ
プ 

○３３種類に分かれた施設体系を再編し、日中活動支援と夜
間の居住支援を分離 

 あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度
の障害者を対象としたサービスを創設 
○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 

○新たな就労支援事業を創設 
○雇用施策との連携を強化 

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を 
導入 

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 

○国の費用負担の責任を強化（費用の１／２を負担） 
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに 
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（参考１） 「障害者自立支援法」のポイント 



○ 療養介護 

○ 就労継続支援 

○ 就労移行支援 

○ 生活介護 

○ 自立訓練 

※ 医療施設で実施    

以下から一又は複数の事業を選択 

＜新サービス＞ 

居住系（夜間） 日中活動系（昼間） 

新
体
系
へ
完
全
移
行
（  

年
４
月
～
） 

ホームヘルプ（身・知・児・精） 

 

   （ 機能訓練・生活訓練 ） 

○ 地域活動支援センター 

【訓練等給付】 

【介護給付】 

【地域生活支援事業】 

＜旧サービス＞ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

デイサービス（身・知・児・精） 

 
ショートステイ（身・知・児・精） 

 
グループホーム（知・精） 

 

※この他、地域生活支援事業として移動支援等を制度化 

重症心身障害児施設（児） 

 
療護施設（身） 

 
更生施設（身・知） 

 
授産施設（身・知・精） 

 
福祉工場（身・知・精） 

 
通勤寮（知） 

 
福祉ホーム（身・知・精） 

 
生活訓練施設（精） 

 

施  

設  

サ  

ー  

ビ  

ス 

訪問系 

○ ホームヘルプ（居宅介護）   ○ 重度障害者等包括支援 

○ 重度訪問介護          ○ ショートステイ（短期入所） 
○ 同行援護             

○ 行動援護 

 

 

   （医療型 ） 

   （福祉型 ） 

   （ Ａ型、Ｂ型 ） 

【介護給付】 

【介護給付】 

○ 共同生活介護 

○ 施設入所支援 

【訓練等給付】 

○ 共同生活援助 

【地域生活支援事業】 

○ 福祉ホーム 

（支援費制度等） （障害者自立支援法） 
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（参考２）障害福祉サービスの体系 



  
平成２５年４月１日（ただし、４及び５．①～④については、平成２６年４月１日） 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。 

１．趣旨 

１．題名 
   「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的  
 に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。  
２．基本理念 
  法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 
 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除 
 去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念 
 として新たに掲げる。  
３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。） 
   「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。  
４．障害支援区分の創設 
   「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態 
 に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支 
 援区分」に改める。 
   ※  障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて 
   行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。 

２．概要 

３．施行期日 

（参考３）地域社会における共生の実現に向けて 
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要 

５．障害者に対する支援 
  ① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時介 
    護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする） 
  ② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ 
    の一元化 
  ③ 地域移行支援の対象拡大(「地域における生活に移行するため重点  
  的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」) 
  ④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための研 
  修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）  
６．サービス基盤の計画的整備 
  ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項   
  及び地域生活支援事業の実施に関する事項の福祉計画の策定 
 ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化 
 ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等の   
   ニーズ把握等を行うことを努力義務化 
  ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる   
     よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化  

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方 
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援 
   の在り方 
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 
  ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。 

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討） 

（平成２４年６月２０日成立、同６月２７日公布） 
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２ 出資の経緯と総合計画等における位置づけ  

①出資の経緯  

旧清水市が、障がい者の福祉向上を目指すなか 

  在宅の心身障がい児者の自立更生、社会参加の促進を図るため、障害児（者）総合福祉   

  センターを設立し、その管理運営を受託するために設立。 

→ 当該団体に出資することで、市と一体となって広く市民福祉の向上と増進に寄与するとの 

  判断の下、出資。  

②総合計画等での位置づけ  

障害のある人の自立を支えるシステムの 

構築 

①自立した生活を支援する環境整備 

②障害のある人も安心して地域で生活できる 

  環境づくり 

③積極的な社会参加を支援する環境整備 

総合計画  障がい者計画等  

 「静岡市しみず社会福祉事業団」が実施している事業 

○相談支援体制の整備 
 →「相談支援事業」の実施 

○自立支援給付事業の充実 
 →「生活介護事業、就労継続支援事業」の実施 

○地域生活支援事業の充実 
 →「手話等奉仕員養成研修」「障がい者スポーツ 

   教室」「母子療育訓練事業」等の実施 
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３ 静岡市しみず社会福祉事業団の役割 

 市と一体となって広く市民福祉の向上と増進に寄与 

 

 清水区在住者が
中心ながら 、葵
区・駿河区在住者
を含めた市民全体
を支援の対象 

 

 障がいのある市
民とない市民と
の交流を図る各
種行事の運営 

 

 重度の障害者
（強度行動障が
い、他害行為等）
の積極的な受け
入れ 

 

  

 大規模災害時の
避難場所として
の対応 

 

 

 身体、知的、重
度重複障がい者、
障がい児等、幅
広い分野に対応
できる人材 

 

 

 障がいの特性に応じた様々なニーズ  地域との連携 

静岡市しみず社会福祉事業団 

静岡市 

障がいに対する理解促進 

外郭団体として 指定管理者として 
連
携 
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４ 実施事業の公益性について 

清水ひびきワーク 

（身体障がい者 

生活介護事業） 

清水うしおワーク 

（知的障がい者 

生活介護・ 
就労継続支援Ｂ型事業） 

清水うなばら学園 

（知的障がい者 

生活介護事業） 

清水なぎさホーム 

（重度心身障がい者 

生活介護事業） 

「障害福祉サービス」かつ「利用料金制」 

「市独自事業」かつ「指定管理料制」 

清水みなとふれあい 

センター 

（身体障がい者 

福祉センター） 

清水うみのこセンター 

（母子療育訓練事業） 

○事業団のみが実施 

○専門職等の配置  

  が必要 

○収益性が極めて 

  低い 

○様々な形態の法人 

  が実施 

○給付費による安定 

   した収入  

 事業の公益性 

 外郭団体とし 

 ての公益性 

 事業の公益性 

 外郭団体とし 

 ての公益性 

高い 

高い 

高い 

低い 

実施事業  事業の特徴  公益性  
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５ 今後の市の考え方 

現 在  将 来  

 

  障害者総合

支援法の見
直しに伴う外
郭団体として
の評価の実
施 

   

  次期指定管

理者の更新に
合わせた利用
料金制導入
施設等、指定
管理事業の
評価の実施 

 

 ○ 外郭団体としての必要性の検討 

   ・障害者総合支援法の見直し 

     ①障害福祉サービスのあり方 

     ②支給決定のあり方 

    等にあわせ、平成27年度を目途に検討 

組織の自立化 

 

 市の出資（100％）を受けた「外郭団体」 

 

 ○ 事業の必要性の検討 

   ・現在、指定管理事業として実施している 

    事業について、 

     ①市の事業としての必要性 

     ②利用料金制導入結果の検証 

   等について、平成27年度を目途に検討 

  

事業の民営化 

 

指定管理者として、以下の事業を実施 

 ①清水みなとふれあいセンター 

   （身体障がい者福祉センター）  

 ②清水うみのこセンター 

   （母子療育訓練事業） 

 ③清水ひびきワーク 

   （身体障がい者生活介護事業） 
 ④清水うしおワーク 

   （知的障がい者生活介護・就労継続 

     支援Ｂ型事業） 
 ⑤清水うなばら学園 

   （知的障がい者生活介護事業） 
 ⑥清水なぎさホーム 

   （重度心身障がい者生活介護事業） 
 

「組織」と「事業」につ
いて、セットで検討 

実施事業 

指定管理料制 

利用料金制 

組織 

検討体制  

○ 障害者福祉課 職員 

○ しみず社会福祉事業団 

  職員 

【必要に応じて専門家等】 
 ○ 利用者、保護者 

 ○ 公認会計士等専門家 

 ○ 学識経験者 

 ○ 地域住民 等 
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